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令和６年３月 教育委員会臨時会 会議録 

 

１ 開催年月日 令和６年３月22日（金） 

２ 開催場所  神奈川県庁東庁舎９階教育委員会会議室 

３ 開会時刻  ９時30分 

４ 閉会時刻  10時52分 

 

５ 出席した教育長及び委員 

        花田 忠雄  教育長 

下城 一   委員（第一教育長職務代理者） 

        吉田 勝明  委員（第二教育長職務代理者） 

        笠原 陽子  委員 

        佐藤 麻子  委員 

 

６ 出席職員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 提出議題  次葉のとおり 

 

８ 会議録作成者 書記 鈴木 香菜子 

 

 

  

教育局長 落合 嘉朗 

県立高校改革担当局長 石塚 裕之 

副局長 羽鹿 直樹 

教育参事監 濱田 啓太郎 

総務室長 市川 秀樹 

行政部長 髙安 賢昌 

指導部長 増田 年克 

支援部長 古島 そのえ 

企画調整担当課長 鈴木 寿則 

管理担当課長 髙橋 敦 

県立高校改革担当課長 原田 賢 

行政課長 増田 慎 

参事兼教職員人事課長 田村 暢 

県立学校人事担当課長 市川 幸春 

高校教育課長 渡貫 由季子 

高校教育企画担当課長 廣幡 清広 

子ども教育支援課長 長田 裕一郎 
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教育委員会３月臨時会 会議日程 

 

日時 令和６年３月 22日（金）９時 30分から  

場所 神奈川県庁東庁舎９階 教育委員会会議室 

（オンライン会議システムを併用） 

 

１ 議事 

日程第１ 

臨教第 55号議案 神奈川県立の高等学校等の設置に関する規則の一部を改正す

る規則 

臨教第 56号議案 令和７年度学科改編対象校の設置計画について 

臨教第 57号議案 神奈川県教育委員会障がい者活躍推進計画の改定について 

臨教第 58号議案 人事案件について 

臨教第 59号議案 人事案件について 

 

２ 協議・報告事項 

報告１ 令和６年度神奈川県公立高等学校入学者選抜学力検査の結果

について 

報告２ 「令和５年度 神奈川県立高等学校及び中等教育学校 生徒

による授業評価」の結果について 

報告３ 不祥事防止の取組について 

報告４ 「2024年度における公正な教科書採択のために（陳情）」に

ついて 
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教育委員会３月臨時会 会議録 

 

 

教育長     ただいまから教育委員会３月臨時会を開会いたします。 

        本会議は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第14条第３項に定める定

足数に達しており、有効に成立しております。 

        なお、本日は「神奈川県教育委員会会議規則」第16条の２第２項に基づくオンライ

ンの出席により、関係職員が出席することを認めております。 

        本日の会議録署名委員ですが、佐藤委員にお願いしたいと思いますので、よろしく

お願いします。 

 

佐藤委員    （了解） 

 

教育長     本日の議題ですが、日程第１として「神奈川県立の高等学校等の設置に関する規則

の一部を改正する規則」ほか４件の付議案件があります。 

        また、協議・報告事項として「令和６年度神奈川県公立高等学校入学者選抜学力検

査の結果について」ほか３件の報告があります。 

        お諮りいたします。日程第１の臨教第58号議案及び臨教第59号議案は、人事に関す

る案件です。よって、地教行法第14条第７項ただし書及び会議規則第35条第１項に基

づき、会議を非公開にしたいと思いますが、ご異議はございませんか。 

 

全委員     異議なし。 

 

教育長     ご異議がないものと認め、そのように決しました。 

        それでは、非公開案件は後で審議することとして、先に公開の案件に入りたいと思

います。 

        それでは、会議規則第22条の２の規定によりまして、ここからの進行を下城委員に

お願いいたします。 

 

下城委員    それでは、日程第１の臨教第55号議案に入ります。 

 

 

 

臨教第55号議案       神奈川県立の高等学校等の設置に関する規則の一部を改正する規則 

              説明者  増田行政課長 

 

 

行政課長    ファイル01をお開きください。臨教第55号議案「神奈川県立の高等学校等の設置に

関する規則の一部を改正する規則」についてご説明します。 

        「臨教第55号議案」1/4ページをご覧ください。提案理由ですが、県立高校改革実施
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計画（Ⅱ期）に基づく県立高等学校の専門学科の改編に伴い、生徒の在籍がなくなる

学科に関する規定を削除するため、所要の改正をいたしたく提案するものです。 

        2/4ページと3/4ページが改正規則案及び新旧対照表となっております。 

        具体的な内容については、4/4ページ「臨教第55号議案関係」でご説明します。ま

ず、「１ 改正の趣旨」は資料記載のとおりです。 

        次に、「２ 改正の内容」ですが、規則の別表第１の海洋科学高等学校について、

「単位制による全日制の課程」の「海洋科学科」を削除します。 

        「３ 施行期日」については、令和６年４月１日から施行したいと考えておりま

す。 

        説明は以上です。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

下城委員    それではご質問がありましたらお願いします。 

 

佐藤委員    この課程の最後の卒業生は何人ですか。 

 

県立高校改革担当課長  ３年生で、この３月で93名全員卒業しました。 

 

下城委員    他はいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

        それでは質問がないようでしたら、採決について教育長にお願いします。 

 

教育長     ただいまの臨教第55号議案について、原案のとおり決することでご異議はございま

せんか。 

 

全委員     異議なし。 

 

教育長     ご異議がないものと認め、原案のとおり決しました。それでは引き続き下城委員お

願いします。 

 

下城委員    では次に、臨教第56号議案に移ります。 

 

 

 

臨教第56号議案       令和７年度学科改編対象校の設置計画について 

              説明者  廣幡高校教育企画担当課長 

 

 

高校教育企画担当課長  臨教第56号議案「令和７年度学科改編対象校の設置計画について」ご説明

します。ファイル02をお開きください。「臨教第56号議案」をご覧ください。「令和

７年度学科改編対象校の設置計画について」決定いたしたく提案するものです。対象

校は、二俣川看護福祉高校です。令和４年10月に策定された県立高校改革実施計画
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（Ⅲ期）に基づき、対象校と県教育委員会から構成された準備委員会を設置し、令和

７年４月の学科改編に向け、検討してきました。令和５年９月には基本的な考え方を

まとめた設置基本計画案を発表し、すでに県教育委員会のホームページに掲載してお

りますが、これを基にさらに詳細なものとしてまとめたものが、この設置計画（案）

です。なお、設置計画（案）については、この３月に開催された神奈川県議会文教常

任委員会での報告を踏まえ、本日提案させていただいております。 

        対象校における主な内容について概要を説明します。それでは、2/11ページ以降の

「二俣川看護福祉高校（普通科）設置計画（案）」をご覧ください。設置基本計画案

から追記した主な内容についてご説明します。 

        4/11ページをご覧ください。生徒の具体的な学校生活に関わる〈日課表〉を追記し

ました。主体的な学習に向かう姿勢が身に付くことを期待して、毎朝10分間の朝学習

を設定しました。 

        次に、6/11ページ「（4）教育課程表」をご覧ください。３ページにわたって、特徴

的な教育内容を記載し、設置基本計画案より詳細なものとなっています。 

        6/11ページにお戻りいただき、教育課程表をご覧ください。設置基本計画案の策定

時からお示ししているとおり、上級学校での高度な専門教育に対応するため、普通科

では、基礎的な科目から発展的な科目までを設置し、基礎学力の定着と向上を図り、

確かな学力を育成し、生徒一人ひとりの学習の充実と進路実現に向け、発展的な学習

の充実を図る授業を展開します。また、選択科目や短期集中講座等において、これま

でに培ってきた看護・医療・保健等分野の専門教育を行い、「看護の心・福祉の心・

奉仕の心」を育む学びと実践的・体験的な学習活動の機会を充実させることとしてい

ます。これらの考え方に基づき、6/11ページと7/11ページに記載の３年選択科目にあ

るとおり、進路希望に応じた科目を選べるようにしました。 

        また、7/11ページ中段以降に記載しております、「看護の心」を育むという設置の

目的と福祉科の併置の特色をいかした選択科目として、「基礎看護」「社会福祉基

礎」「医療理科」などの科目を設置し、生徒一人ひとりの興味・関心や看護・医療・

保健等分野への進路希望に応じた教育課程を編成します。詳細については、後ほどご

覧いただければと思います。 

        本日決定をいただきましたら、対象校においては、この「設置計画」を指針とし

て、記載されている「設置の目的」や「基本的コンセプト」を踏まえた具体的な学校

づくりを進め、令和７年４月から新たな教育活動を開始します。 

        「令和７年度学科改編対象校の設置計画について」の説明は以上です。ご審議のほ

ど、よろしくお願いいたします。 

 

下城委員    それではご質問がありましたらお願いします。よろしいでしょうか。 

        それではご質問がないようでしたら、採決について教育長にお願いします。 

 

教育長     それではただいまの臨教第56号議案について、原案のとおり決することでご異議は

ございませんか。 
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全委員     異議なし。 

 

教育長     ご異議がないものと認め、原案のとおり決しました。 

        それでは引き続き、下城委員お願いします。 

 

下城委員    では次に、進行の関係から協議・報告事項の報告１に移ります。 

 

 

 

報告１           令和６年度神奈川県公立高等学校入学者選抜学力検査の結果について 

              説明者  渡貫高校教育課長 

 

 

高校教育課長  報告１「令和６年度神奈川県公立高等学校入学者選抜学力検査の結果について」報

告します。報告の前に、今回導入したインターネット出願システムにおいて、メール

の不具合や、受検料の二重納付など、受検生とその保護者、さらには中学校にご心

配、ご迷惑をおかけしたことについて、改めてお詫び申し上げます。 

        令和６年度入学者選抜については、昨日、定通分割選抜の合格発表を行い、全ての

選抜日程を終えました。今回の入学者選抜においても、各高校において「再発防止・

改善策」に基づき、「採点誤りのない入学者選抜」に取り組んできました。また、教

育委員会事務局による再点検を実施し、全ての学校において、各校統一した基準によ

り適正に採点が行われていることが確認できました。令和７年度入学者選抜において

は、「採点誤りのない入学者選抜」に全力で取り組むとともに、インターネット出願

システムについては、発生した不具合を検証し、再発防止のために必要な対策を講じ

た上で、システムの運用を継続していきます。 

        それでは、報告１の資料「１ 合格者平均点の推移」をご覧ください。全日制の課

程では、国語が64.0点と最も高く、外国語（英語）が47.0点で最も低くなっていま

す。最も平均点が高い教科と低い教科の差は17.0点となっています。中間点のある記

述式問題の数は、昨年度と同様、外国語（英語）、国語で各１問とし、その他の問題

は全て選択式問題としました。次に、定時制の課程では、国語が58.2点と最も高く、

外国語（英語）が52.7点で最も低くなっています。中間点のある記述式問題の数は、

昨年度と同様、外国語（英語）で２問、数学で１問とし、その他の問題は全て選択式

問題としました。 

        報告の後半には、「２ 結果の概況」として、正答率が高い問題と低い問題を記載

しております。また、次ページ以降には、教科ごとの得点分布や設問ごとの正答率

等、詳細を記載しております。後ほどご覧いただけたらと思います。 

        説明は以上です。これらの結果については、県のウェブサイトに掲載し広く周知す

るとともに、子ども教育支援課を通して県内公立中学校に周知します。また、来年度

の入学者選抜に向けては、公立中学校長会からの意見等を踏まえ、今回の結果をより

詳細に検証した上で、次年度の作問の工夫・改善に活かしていきます。 
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        報告は以上です。 

 

下城委員    それではご質問がありましたらお願いします。 

 

吉田委員    この点数を見て、全日制の外国語（英語）が47点というのは、えらく低く目立つ点

数かなと思うのですけれど、これは、どういうふうに解釈するのでしょうか。問題が

難しかったのですか。それとも、少しレベルが下がっている。恐らく前者だと思うの

ですけれど、どういうふうに解釈したらよろしいですか。 

 

高校教育課長  こちらで分析したところでは、問２という問題で、昨年度よりもやや難しい語彙が

出題されております。また、問７のアという問題で、対話を読んで、動物園で５番目

に見る動物を選択させる問題があったのですけれども、そちらの方で、順序を正確に

読み取る必要がありました。また、問７のイという問題では、書いてある記事とポス

ターの英文が、昨年度の対話と比べて少し読みにくく感じた可能性があるかと考えて

おり、主にこれらの原因から平均点が下がったのではないかと考えております。 

 

吉田委員    追加して、これからもっと英語が必要になってくる時代、もっと力を入れなくては

いけない時代になるかと思います。このことで、中学校の教育内容に「こういうふう

にやったらよい」という形のフィードバックがなされるのでしょうか。 

 

高校教育課長  中学校の学習指導要領に基づいて出題をしておりますので、引き続き中学校には、

学習指導要領に基づいた学習内容を、しっかり取り組んでいただくということになる

かと考えております。 

 

吉田委員    適切な回答かと思うのですけれど、それに基づいて行った結果がこうだったのでし

ょう。それはそういうふうに解釈して、こういった形でうまくいかなかった部分で、

さらに受検生だけに「頑張れ」というのは困るので。中学校の教育の中に、こういっ

た点が弱かったといったところを何とかしてほしいということを、そういった形をす

るのが、また大事なことだから、国全体の話を神奈川県として、そういう取組をし

て、もっと点数が上がる努力をしていただきたいと思います。 

 

下城委員    他はいかがでしょう。 

 

笠原委員    今の吉田委員の質問に少しつなぐ形です。実際の学校現場の英語学習が、かなりば

らつきがある。先生方の力量による差であるとか、子どもたちの学習経験の差である

とか吉田委員のおっしゃるとおり学習指導要領に書かれていることが、確実に子ども

たちに身に付いているかどうかというところは、課題がかなり大きいかと思っていま

す。ただ一方では、この入学者選抜の問題に関して、中学校の先生方は非常に関心が

高くて、例えば私自身が社会科なので、社会科の先生に伺うと、最近の選抜の出題は

非常に工夫をされていると。総合的な力を見るような形で、地理、歴史、公民と分け
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て、知識を問うのではなくて、子どもたちが学んだことをつないで解けるような問題

もでてきていて、それはそれで自分たちの授業の中にも反映していくことも必要だと

いう意見もいただいているところなので、この結果を、先ほど課長もおっしゃったと

思うのですが、中学校の方に子ども教育支援課と協力しながらフィードバックをして

いくといったところで、現状の課題性であるとか、もう少し突っ込んだ議論をしてい

ただきながら、学習の充実につなげてきた結果として、この選抜が活かされるような

話し合いを積み重ねていただくことが必要かと思います。 

 

吉田委員    もう一つだけ思い出したことがあって、我々の視察で横須賀市立大津中学校へ行き

まして、中学校の時代から英語を取り入れていた。学校内に入るといろいろなポスタ

ーなど、日本語と英語があって、あたかも外国に行ったような気分になったのですけ

れど、大津中学校等では、良いとか悪いとかという、個別のデータはないのかと思う

のですが、もし、そういったことを分析して、大津中学校が平均点数が50点以上だっ

たとかであれば、やり方が非常に素晴らしいのだということだし、そうでなかったら

そうでないといった分析等も、ここでやっていただければありがたいと思いますの

で、是非よろしくお願いします。 

 

下城委員    他にいかがでしょうか。 

        私も一言よいですか。長いこと入試に携わってきたので、今伺っていて吉田委員が

最初に質問をされたとおりだなと少し思いました。というのは、こうやって、英語な

ら英語の一つの教科の点数が低いとなったときに、何を真っ先にやるかというと、次

年度に向けて問題を作る側、つまり高校の先生側が、あれは少し難し過ぎたのだよね

と、問題を優しくするということをやりますよね。ところが、今年、何でこれが低か

ったかというと、高校の先生たちはこれぐらいなら中学生は分かるだろうと、ボキャ

ブラリーとありましたけれど、分かるだろうと思っていたのが、期待よりも分かって

いなかったというのが結果で、どうして中学校の方で、高校の先生達の期待に答えら

れるような、中学生の英語力が育っていなかったかを考えると、もう今皆さん、最後

に吉田委員も言われたような工夫とか、笠原委員の中学の現場での、もう一回検討の

し直しとかはあると思うのですが、そこにつないでいくとよいと思うのですが、やは

り一番思うのは、子どもたちの好奇心というのですか、英語を教えたからできるとい

うのではなくて、教えてもらった子どもたちが、どんどんそこから伸びて、英語は言

葉ですから、会話ですから、今の時代はＳＮＳなどでふれる機会は多くあるはずなの

で、今、吉田委員が言われたように、学校にポスターを貼るのでもよいのですけれ

ど、もっと子どもたちが自主的、主体的に、学校で習った、教科書で習ったことか

ら、こんなボキャブラリーでこんな表現があるのだとか、今だったらＳＮＳで、野球

でもよいのですけれど、もういろいろ、国際的なニュースも入ってくる。好奇心を持

つ、主体的な学びの一番根底の好奇心を持つということが大事というか、それが足り

なかったとしたら少しもったいないな、中学の教育をもう少し頑張らなくてはいけな

いなということになるでしょうし、大いに先生たちが教える以上に教えて、子どもた

ちが好奇心を持てるようにと育てるということは、本当は一番大事なのだろうなと思
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って少し聞いていました。そういうふうに、中学校にお伝えいただければと思ったと

ころです。 

 

佐藤委員    英語は平均点が47点で低いのです。分布を見ると最頻値が20点台が一番多くて、そ

のあとも、結構人数がいるので。笠原委員のおっしゃったように、バラけているのだ

ろうなと思うのです。そうすると、吉田委員がおっしゃったように、うまくいってい

る学校のやり方を見習うというやり方も有効かと思う一方、学校別の点数を出すと序

列化につながってしまうのか。そう辺をどうしたらよいのかなと、今、考えていまし

た。 

 

下城委員    今の点はいかがでしょう。 

 

高校教育課長  先ほど吉田委員もおっしゃった、学校別の点数の分析はしておりません。ただ、入

試の点数ということでは、最終的にはつながってくると思うのですけれども、授業改

善というか、授業によって生徒に必要な資質能力を身に付けさせるための方策という

部分については、先進的な取組を行っている学校の事例や、うまくいった例などは共

有しながら進めていくと考えております。 

 

下城委員    よろしいでしょうか。他はいかがでしょうか。 

        それでは、よろしければ報告は以上とさせていただき、次に、進行の関係から報告

２に移ります。 

 

 

 

報告２           「令和５年度 神奈川県立高等学校及び中等教育学校 生徒による授

業評価」の結果について 

              説明者  渡貫高校教育課長 

 

 

高校教育課長  報告２をお開きください。令和５年度に実施した生徒による授業評価の結果につい

て、ご報告します。「（１）概要」の表をご覧ください。県立高等学校及び中等教育

学校（後期課程）の生徒全員を対象に、第１回は７月から８月、第２回は12月から１

月に実施しました。「（２）主な結果」をご覧ください。第２回の集計結果を示した

表となります。共通教科における「かなり当てはまる」と「ほぼ当てはまる」の合計

の割合を記載しています。昨年度までは、調査の実施年度と前年度の比較をお示しし

ておりました。今年度は、令和元年度からの経年変化が分かるようにお示ししており

ます。令和元年度は、学習指導要領の改訂を見据えて質問項目を全面的に改訂した年

度です。この５年間、全ての共通小項目において肯定的な回答の割合が増加傾向にあ

ります。具体的には、項目「１」を除き、肯定的な回答の割合が令和元年度の調査か

ら約４％上昇しております。現行の学習指導要領に基づく授業づくりが各学校に浸透
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しており、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善の成果が着実にあ

がっているものと考えております。また、令和２年度は、新型コロナウイルスの感染

拡大により、前年度末から長期の臨時休業を経験しました。その際、臨時休業中や段

階的に教育活動を再開する中で、感染症対策として、学校の教育活動全般におけるＩ

ＣＴ機器の活用が進み、各学校では、新型コロナ禍においても、オンラインを活用し

て対話的な学びの実現に努めました。その後も、その成果を生かし、授業におけるＩ

ＣＴ機器の効果的な活用に向けた工夫に取り組んだ成果と考えられます。しかし、項

目「１」に対する肯定的な回答の割合は、他の項目に比べて、増加した割合が小さい

ことが分かります。一番下の四角囲い、＜課題の改善の方向性＞にもあるとおり、

「見通しと振り返り」が、単に活動に対する見通しや振り返りに終始することがない

よう、「指導と評価の一体化」を実現するための教材研究の在り方を各学校へ提案す

る等、授業づくりの支援を具体化していくことが必要です。今後、課題と改善の方向

性を各校に周知して組織的な授業改善をさらに推進し、生徒の確かな学力の育成を図

っていきます。 

        報告は以上です。 

 

下城委員    それでは質問がありましたらお願いします。いかがでしょう。 

 

笠原委員    質問項目をそれぞれ拝見していて、例えば、「学習の状況について」の「４」の

「授業の中で身に付いたことやできるようになったことを実感することができた」と

か、その次の「３」の「自らの考えを広げ深めることができた」とか、こういう質問

項目があるのですが、具体的にどういう場面で実感することができたのかとか、自ら

の考えを広げ深めることができたという、生徒たちはどんなふうに捉えているのかと

いうところまでは、アンケートからは分からないのですか。 

 

高校教育課長  集めているのは数値なので、数値でこちらは把握しているのですけれど、各学校の

方では自由記述欄があり、その自由記述欄に生徒が書いてもらえると、そのフィード

バックということで、担当の教員であるとか教科の方にはそれが伝わって把握できる

と思っております。 

 

笠原委員    教育委員会の方ではそれは集約していない。 

 

高校教育課長  そうです。 

 

笠原委員    課題の改善の方向性の中に「指導と評価の一体化」ということが記載されていると

思うのですが、生徒たちがどのようにして、授業を受けた結果として、その効果を実

感しているのかとか、具体的にどういう取組の中で、それを実感することが上昇して

きたのかという辺りが、やはりとても大事なことになって、数字として上がるという

ことも、もちろん意味あるのですけれども、そうではなく、やはりどうやって指導を

工夫しているのかということを、お互いに、学校内はもちろんそうなのですけれど
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も、知ることもとても大事なことですし、そのことが結果として子どもたちの学習に

対する意欲も向上させるところにつながってくるのかという気がしているので、でき

ればその辺りのことが分かるような結果の示し方をしていただけるとありがたいと思

います。なぜかというと、結局、小学校、中学校でも、そういう探求的な学びという

のは、高校よりも、ずっと早く取組をしてきているわけですけれど、昨年度ですか、

この結果が出たときにお話ししたと思うのですが、中学校から高校に行ったら、「主

体的・深い学びの場面があまりなくて少し残念だった」という高校生の感想をお伝え

したことがあったかと思うのですが、そういう学びのつながりというのは、子どもた

ちの学習意欲とか好奇心がさらに広がっていくということがすごく大事なことだと思

うので、是非そういう辺りの工夫につながるような示し方をお願いできたらと思いま

す。 

 

下城委員    他にいかがでしょうか。 

        私も一言。こういう授業評価アンケートは、大学でも始めてからかなり時間が経ち

ました。最初にやった意味というのは、あまりにも、旧態依然とした板書だけ続ける

教員がいることがいかがなものかというところからだったと思うのですが、だんだん

そういう授業改善も浸透してきて、最初、評価する学生生徒の側も恐らくアンケート

に慣れなくて、どうつけてよいか分からないから全部○（丸）にしたりとか、あるい

は全部×（バツ）にしたとかというのが出たと思うのですけれど、そういうこともだ

んだん慣れてきて、本当にコンスタントに評価ができるようになってきているのでは

ないかなと思います。そうなのですけれど、85点何パーセントという数字が非常に高

いのですよね。これは気持ち悪いと言ってもよいかもしれないのですけれど、先生た

ちはこれを見て満足なのかもしれないですけれど、最終的にはこれで、生徒のパフォ

ーマンスがどれだけ上がるかというところがゴールなので、これで満足してよいとい

う話ではないので、これで、もしも、生徒のパフォーマンスが上がっていないとした

ら、アンケートも含めてもう一回検討し直さなくてはいけないという。ある意味、こ

の取り方のアンケートだと、数字がここまで上がってきているので、もうこれより先

はないように思うのだけれど、でも、生徒のパフォーマンスが上がっていないとした

ら、もう少し、どう、そこを変えたら、本当のところの実情のパフォーマンスが上が

らないというのが見えてくるのかというのを、全部考え直さなくてはいけないとい

う、そういう数字なのかもしれないのです。ある種の均衡点、平衡点にも達してしま

っている。そこら辺をいつも大学でも、どういう答え方でこの項目に対して、こんな

に皆、一律に高かったりするのかというのは、常に考えながらアンケート項目をブラ

ッシュアップしていく。場合によっては、次の年度の数字がガクンと下がるようなと

きも、それで出てくるのですけれど、それは教員のパフォーマンスが悪くなったとい

うのではなくて、質問の仕方を変えたからなのですね。質問の仕方を変えたことによ

って、むしろ実情が見えてきたから数字が下がったという、今までのご都合主義では

なく、ということもあるだろうと思いながら、我々もやっていますので、そういうこ

とも、今後考えていただければと少し思いながら聞いていました。 

        いかがでしょうか。よろしいですか。 



 12 

        それではご質問がないようでしたら、日程第２の臨教第57号議案に移ります。 

 

 

 

臨教第57号議案       神奈川県教育委員会障がい者活躍推進計画の改定について 

              説明者  髙橋管理担当課長 

 

 

管理担当課長  ファイル03臨教第57号議案をご覧ください。「神奈川県教育委員会障がい者活躍推

進計画の改定について」です。1/22ページの下の段です。提案理由ですが、厚生労働

省告示の「障害者活躍推進計画作成指針」の改正に伴い、定着に関する目標を位置付

けるなど、神奈川県教育委員会障がい者活躍推進計画について所要の改正をいたした

く提案するものです。 

        詳細な内容について、21/22ページ「臨教第57号議案関係」をご覧ください。「１ 

現行計画期間」ですが、令和２年４月から令和７年３月までの５年間となっておりま

す。 

        「２ 経緯」ですが、今回、国の指針改正の中で、定着に関する目標の設定が必要

とされたことから、本県教育委員会においても定着に関する目標を計画の中に位置づ

けるものです。 

        「３ 改正の内容」ですが、定着に関する目標を新たに設定するもので、具体的に

は、「職場環境を理由とする不本意な離職を生じさせない。」ということを目標とす

るものです。 

        「４ 目標設定の考え方」ですが、離職の中には、本人の希望による積極的なキャ

リア変更などもあるため、離職を全く生じさせないことを目指すべきものではないと

考えております。また、障がいのある職員の更なる活躍推進を目指すためには、計画

上の取組を着実に推進し、誰もが働きやすい職場を実現していくことが必要となりま

すが、これはひいては、職場環境を理由とする不本意な離職を生じさせないことにも

つながっていくため、定着に関する目標として位置づけるものです。 

        なお、21/22ページ「２ 経緯」【国の指針等改正内容】の中にも記載がありますけ

れども、国の「作成手引き」の中でも、例示として、不本意な離職を生じさせないと

いった定性的な目標が示されており、他自治体でも一定数同様の目標設定がされてい

るところです。また、この目標設定の考え方は、各任命権者が出席する神奈川県庁の

障がい者活躍推進検討委員会において議論されて、知事部局においては先行して、同

様の内容で１月に目標設定がされているところです。 

        22/22ページをご覧ください。参考として、本計画の改定イメージが表の記載のとお

りとなっております。定着目標の新たな設定に加えて、令和４年度末の法定雇用率の

改正により、令和６年度からの法定雇用率が2.7％に引き上げられたため、令和６年６

月１日の数値目標を2.5％から2.7％に、併せて改正を行います。以上で臨教第57号議

案の説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 
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下城委員    ご質問がありましたらお願いします。いかがでしょうか。 

 

吉田委員    これは身体障がいと精神障がいと分けて、いろいろ見ているのですかね。 

 

管理担当課長  はい。任用にあたってはそういう形とかもありますけれども、目標設定としては全

部包含した形になります。 

 

吉田委員    身体障がいであれば物理的に段差を無くすとかいろいろな形で、割と目に見える形

で非常に簡単なのだ。精神障がいの場合はソフトの部分。周りの疾患に対する理解で

あったり、そういうことがあるので、少し分けて見ていただければ、よりよいのかな

と感じています。 

 

管理担当課長  障がい特性に合った形で、丁寧に対応したいと考えております。 

 

下城委員    他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

        それでは他にご質問がないようでしたら、採決について教育長にお願いします。 

 

教育長     ただいまの臨教第57号議案について、原案のとおり決することでご異議はございま

せんか。 

 

全委員     異議なし。 

 

教育長     ご異議がないものと認め、原案のとおり決しました。それでは、引き続き下城委員

お願いします。 

 

下城委員    それでは次に協議・報告事項の報告３に移ります。 

 

 

 

報告３           不祥事防止の取組について 

              説明者  増田行政課長 

 

 

行政課長    ファイル08をお開きください。「不祥事防止の取組について」報告します。まず、

「１ 懲戒処分の状況等」についてです。「（1）懲戒処分件数の推移」としては、グ

ラフの一番右に記載のとおり、今年度は18人の懲戒処分を実施し、そのうち、性犯

罪・性暴力等は11人となっております。棒グラフの上に記載の数字が合計数であり、

一番濃い色で示している部分が、性犯罪・性暴力等になりますが、不祥事ゼロ運動を

開始した平成18年度以降、最多となっております。「（2）令和５年度の懲戒処分事案

の概要」については、3/3ページに添付しております、別紙に記載のとおりとなってお
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ります。 

        次に「２ 懲戒処分事案等を踏まえて実施した取組」についてです。始めに「(1) 

臨時県立学校長会議の開催」についてです。県立学校職員の逮捕事案が相次いで発生

したことを受け、臨時の県立学校長会議を開催し、教育長訓示、飲酒のリスクの周知

等を行ったところです。次に「（2）教員のコンプライアンスマニュアルの改訂」につ

いてです。「教員のコンプライアンスマニュアル」について、教育実習生へのハラス

メント防止策等の記載を追加し、各県立学校等に配付しました。次に「（3）教員採用

試験における工夫」についてです。採用段階での対策として、教員採用試験の面接

で、受験者が提出する自己アピール書に、新たに不祥事防止についての考えを記載さ

せる取組を開始しました。次に「（4）県・市町村不祥事防止協議会の開催」について

です。各市町村教育委員会（政令市除く）と再発防止策等について協議しました。次

に「（5）不祥事防止研修の開催」についてです。性暴力防止に携わるＮＰＯ法人を招

き、県立学校長や市町村教育委員会を対象に、性暴力が被害者に与える影響や被害が

発覚した際の初動対応等に係る研修会を開催したところです。次に「（6）教育長メッ

セージ動画の発出」についてです。教育長から全職員に、不祥事防止に向けた心構え

等について、動画による緊急メッセージを発出しました。次に「（7）新たな研修用映

像資料の作成」についてです。性暴力被害を受けた被害者の心理等を理解させる研修

用映像資料を、性暴力防止に携わるＮＰＯ法人の協力を得て作成しました。次に

「（8）県・市町村教育長会議における要請」についてです。各市町村教育長に対し、

今年度の懲戒処分の状況等を説明し、再発防止策を徹底するよう要請しました。 

        最後に「３ 今後の取組」についてです。今後は、教職員の倫理観を向上させるた

めの研修等を引き続き実施するほか、資料記載のとおり、従来施策の効果検証やモデ

ル校を指定しての有効な対策の検討などを行っていきたいと考えております。 

        報告は以上です。 

 

下城委員    それではご質問がありましたらお願いします。いかがでしょうか。 

 

笠原委員    質問ということで、この市町村教育委員会等でお話をしたときに、特に市町村教育

委員会の方から出た意見で、今後の取組に反映をしているのか、それとは別に何か参

考となるようなご意見等もいただいているのかを教えてください。 

 

行政課長    市町村教育委員会からいただいた意見としては、県教育委員会で毎月不祥事防止啓

発をチェックリストみたいなものを作って配っております。そういったものに関して

は、やはり各学校で使う部分に関しては有効的な部分が多いという意見をいただいて

おります。一方で、市町村教育委員会で取り組めるところに関しては、やはり少し限

界の部分があると。そういったことに関しては、県教育委員会のいろいろな、例え

ば、研修資料の作成のサポートの部分は、やはり連携して行っていただければありが

たいという意見をいただいております。今後も、やはりそういった意見等を踏まえ

て、県教育委員会としても、服務監督権限は市町村にはありますが、そういった不祥

事防止に関しての研修資料のサポートといった部分に関しては、引き続き課題として
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取り組んでいきたいと考えております。 

 

吉田委員    感想です。この質問が出たときに我々の質問が出ないのは、もうここ数回ずっとこ

の話題で、もうしゃべり尽くしているのだよね。散々言い尽くしている。そういうこ

とだから、今質問が出なかったのだと思ってください。これで我々が問題ないと思っ

ているわけではない。だからもう、質問が出ないぐらい我々はディスカッションし

て、いろいろ検討した内容だから、あえてこの場ではない。引き続きよろしくお願い

します。 

 

下城委員    他にいかがでしょうか。 

        私も同感です。もう言葉が出ない。もう、やらなくてはいけない、こっちからでき

ること、もっとやらなくてはいけないことがあるのかもしれないけれど、こっちから

できる、今まで考えてきたことで、できることは散々やってきたのに、それがどうい

うわけか減るではなくて、増加傾向で最多となってきたというのを一回、もうどう考

えたらよいのだろうと言葉が出ない。新型コロナが終わったからとか、いろいろ当初

は理由も考えたのですけれども、それで話が済むという状況ではなくなってきてい

て、年末に向けても増え続けたし、だから、本当に、この場では言葉が出ないという

のが正直な感想だと自分も思っています。どうしましょう。 

        他にいかがでしょうか。 

 

笠原委員    では、よろしいですか。吉田委員をはじめ、下城委員もおっしゃり、私も全く同感

で、本当にどんな言葉を労しても、我々はこれ以上、何ができるだろうかという思い

があるわけです。先般、教育長は、ご自身の対応を発表されている。我々も教育委員

として、言葉にならないから何もしないというわけではなく、我々として何かできる

ことをしなければならないという思いは、ものすごく持っていて、それがどういう形

ですることが、本当に少しでも効果があるのかと考えたときに、そもそも学校という

のは、子どもたちの心と体の安全と安心が守られるべき場所なはずだと私は思ってい

るのです。そのことが守られなくなってしまったということは、本当にあってはなら

ないというか、もう言葉にならない状況だと認識をしていて、やはりやらなくてはい

けないという思いがあって、教職員に働きかける不祥事根絶に向けた緊急メッセージ

のようなものを、改めて教育委員として出したいという強い思いがありまして、今回

是非、動議として提案させていただきたいと強く思う次第です。よろしくお願いしま

す。 

 

下城委員    ただいま、笠原委員より動議の提案がありましたが、委員の皆様方は賛成いただけ

ますでしょうか。 

 

全委員     （賛成） 

 

下城委員    それでは、動議について、教育長にお願いしたいと思います。 
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教育長     ただいま笠原委員から動議が提出されました。１名以上の賛成もありましたので、

会議規則第10条第２項に基づき、追加日程として、不祥事根絶に向けた緊急メッセー

ジを議題とさせていただきたいと思います。 

        進行については、会議規則の規定に基づいて、下城委員にお願いいたします。 

 

下城委員    それでは緊急メッセージについて、笠原委員の方でメッセージの案は提出されてい

ますでしょうか。 

 

笠原委員    せんえつながら、メッセージ案を作成させていただいておりますので、恐れ入りま

すが、事務局の方から配付をお願いします。 

 

下城委員    それではメッセージ案について、少し時間をとりたいと思いますので、皆さんご一

読いただけますようお願いします。 

        よろしいでしょうか。笠原委員からメッセージ案作成に当たり、ご説明などがあり

ましたらお願いします。 

 

笠原委員    説明というほどのことでもありませんけれども、メッセージ案に書かせていただい

ていますけれども、ほとんどの教職員の皆さんは、本当に真摯に教育活動に取り組ん

でいただいていると認識しております。しかし、やはり先ほど申し上げたように、子

どもの安全・安心が守られるべき学校という場において、自校の生徒等に性犯罪・性

暴力を行う教員が、一握りでもいるという、その状況に対しては、言葉にならない状

況です。同時に、教員としての資質に欠けていると言わざるを得ないかと思います。

この事を重く受けとめて、今回、「県立学校の教職員の皆さんへ」という形で、呼び

かけるような形で、一人一人が自分ごととして考えていただいて、教育公務員とし

て、自立した行動を心がけていただくということを願い、緊急メッセージを作成させ

ていただいたという次第です。よろしくお願いします。 

 

下城委員    それでは何かご質問はありますでしょうか。動議に関しても笠原委員に関しても、

あるいは事務局への質問でも、ご質問がありましたらお願いします。いかがでしょ

う。 

        少し私から。今、笠原委員にご説明いただいた動議ですが、全ての県立学校教職員

の皆さんということで、○（丸）が三つ、メッセージが並べてあるのですが、一番最

初のところ、教職員の皆さんは「生徒の心と体の安全・安心を守るべき存在である」

ということですね。「守るべき存在である」、大人同士の対等の関係というのではな

くて、まず教育公務員は、児童生徒に接する立場の大人として、まず守るべき存在で

あるということが大前提。それから最後の三番目の○（丸）のところですが、なの

で、教育公務員として、高い倫理観を持たなくてはいけない、一般の大人の倫理観以

上の倫理観を持たなくてはいけないという仕事を自分たちはしているのだということ

ですよね。私は大学で倫理学を専門に教えているのですが、もうこれに尽きるという
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ように、しっかり表現されていると思いますので、是非、きちんと伝えていただい

て、教職員の皆さん全てがご認識いただけるようにと思うところです。自分事という

ことですよね。他人事ではなくて自分事。自分は大丈夫だとか、自分はどうなのだろ

うと考えていただければと思います。よろしくお願いします。 

        他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

        それでは、他にご質問がないようでしたら、採決について教育長にお願いします。 

 

教育長     それでは動議となりました、不祥事根絶に向けた緊急メッセージについて、配付し

ました案のとおり決することでご異議はございませんか。 

 

全委員     異議なし。 

 

教育長     ご異議がないものと認め、ただいまの動議については案のとおりで決定をいたしま

した。緊急メッセージの掲載については、この後、事務局の方で整えていただきたい

と思います。 

        私としても、教職員による不祥事が続いていることについて、大変重く受けとめて

おりまして、自らをいさめたとおり、改めてお詫びをいたします。今後、緊急メッセ

ージについて公表していきますけれども、県立学校の教職員、それから市町村にも周

知をして、不祥事の根絶に向けて、県教育委員会として一丸となって取り組んでいき

たいと思いますので、教育委員の皆さんにもご協力をお願いしたいと思います。 

 

下城委員    我々教育委員も、緊急メッセージにもありますとおり、子どもたちが安心して通い

学べる学校となるように、共に今後も取り組んでいきたいと思っております。よろし

くお願いします。 

 

教育長     引き続き、下城委員よろしくお願いします。 

 

下城委員    それでは、動議に関しては以上として、次に協議・報告事項の報告４に移ります。 

 

 

 

報告４           「2024年度における公正な教科書採択のために（陳情）」について 

              説明者  長田子ども教育支援課長 

 

 

子ども教育支援課長  ファイル09をご覧ください。2024年３月12日付けで、県教育委員会教育委員

あてに「2024年度における公正な教科書採択のために」と題した陳情書が提出されま

したので、ご報告します。提出者は日本出版労働組合連合会教科書対策部です。同団

体からは、2017（平成29）年、2018（平成30）年に、同様の趣旨の要望書が提出され

ています。 
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        はじめに、1/2ページ【陳情書の趣旨】については、記載のとおりです。 

        2/2ページをご覧ください。具体的な要望内容として、「2024（令和６）年度の教科

書採択は、以下の内容を取り入れて実施すること」とあり、「１」から「５」の要望

が挙げられています。 

        まず、「１、教科書採択のあらゆる過程において公開性を徹底すること」として、

「（1）採択を決定する教育委員会をはじめ、調査研究委員会、選定委員会等を公開で

行うこと」、以下、「（4）」まで挙げられています。 

        次に、「２、実際に教科書を使用する学校および教員の意見を最大限尊重するこ

と」として、「（1）」教科書の見本本の回覧の留置日数の確保について等、以下、

「（3）」まで挙げられています。 

        「３、調査研究委員会等に現場の教員を配置し、その意向を報告書に反映するこ

と」として、「（1）」管理職に限定せずに教員を配置し、その意見を尊重すること

等、以下、「（3）」まで挙げられています。 

        「４、採択は、最終的に決定する教育委員の説明責任を明確にする方法で行うこ

と」として、「（1）」教育委員会で採択を行う際は、調査研究委員会及び選定審議会

等の報告に示された選定・推薦を尊重すること等、以下、「（3）」まで挙げられてい

ます。 

        最後に、「５、法定展示以外にも独自の展示会を開催し、保護者・住民等の意見を

広く募集すること」として、できるだけ多くの保護者や住民等が閲覧できるようにす

るため、公民館等の閉館時間程度まで開催すること等、以下、「（1）」で３点、

「（2）」で３点それぞれ挙げられています。 

        なお、本件に関して、団体からの回答要望はありません。また、教科書採択は、無

償措置法をはじめとする関係法令や文部科学省からの通知に基づいて行われており、

現状、本陳情書に対して、特段の対応は考えておりません。今後も引き続き、公正

性・透明性に疑念を生じさせることのないよう適切な採択事務に努めてまいります。 

        報告は以上です。 

 

下城委員    それではご質問がありましたら。それでは、他にご質問がないようでしたら以上と

させていただきます。 

        次に、日程第１の臨教第58号議案に移ります。ただいまから非公開の会議に入りま

す。 

        会議規則第35条第２項の規定により、出席する職員として教育局長、副局長、総務

室長、行政部長、管理担当課長、教職員人事課長、県立学校人事担当課長を指定しま

す。 

 

（10時32分非公開の会議に入り、10時52分公開の会議に戻る） 

 

 

教育長     以上をもちまして、本日の日程は全て終了いたしましたので、これにて閉会といた

します。 
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 令和６年３月22日 

 

会議録作成者 書記 鈴木 香菜子  
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＜非公開会議審議等結果＞ 

 

日程第１ 

臨教第58号議案 

・ 県立学校人事担当課長から説明の後、質疑を行った。 

・ 全委員異議なく、原案のとおり決定された。 

 

臨教第59号議案 

・ 副局長から説明の後、質疑を行った。 

・ 全委員異議なく、原案のとおり決定された。 

 

 


